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富山県告示第167号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  砺波市土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和24 

年法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和７年３月31日認可した。 

     令和７年４月７日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

 

 

富山県告示第168号 

   県営土地改良事業換地計画書の縦覧について 

 土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第１項の規定により、県営農地 

整備事業桜ヶ池幹線二期地区 信末換地区の換地計画を定めたので、同条第４項に 

おいて準用する同法第87条第５項の規定により公告し、関係書類を次のとおり縦覧 

に供する。 

毎週月.水.金曜日発行 
令和７年４月７日 

月 曜 日 



  2  令和７年４月７日    富 山 県 報           第 5359号   

 

  令和７年４月７日 

                       富山県知事 新 田 八 朗  

１ 縦覧に供すべき書類 

  換地計画書の写し 

２ 縦覧の期間 

    令和７年４月８日から 

    令和７年５月８日まで 

３ 縦覧の場所 

  南砺市役所 

教示 

 １ この換地計画（以下「計画」という。）については、土地改良法第89条の２ 

  第４項で準用する同法第87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日 

  から起算して15日以内に、 富山県知事に対して審査請求をすることができま 

  す。 

 ２ この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和37年法 

  律第 139号）第14条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（１の 

  審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を  

  知った日の翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟におい  

  て富山県を代表する者は、富山県知事となります。）、この計画の取消しの訴  

  えを提起することができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起  

  算して１年を経過したときは、この計画の取消しの訴えを提起することができ  

  ません。 
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規      程 
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 運転免許の効力の停止等の処分量定基準等に関する規程の一部を改正する規程を 

公布する。 

  令和７年４月７日 

                  富山県公安委員会委員長 竹内 登美子  
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富山県公安委員会規程第２号 

   運転免許の効力の停止等の処分量定基準等に関する規程の一部を改正 

   する規程 

 運転免許の効力の停止等の処分量定基準等に関する規程（平成12年富山県公安委 

員会規程第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第７号コ中「免許又は免許証」を「免許、免許証又は免許情報記録個人番 

号カード」に改める。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出について 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１ 

項の規定により大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第３項において準 

用する法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦 

覧に供する。 

  令和７年４月７日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 店舗の名称及び所在地 

  コメリホームセンター小矢部店 クスリのアオキ小矢部桜町店 

  小矢部市西中野字坂東 489番地 計35筆 

２ 店舗を設置する者  

  株式会社コメリ 代表取締役 捧 雄一郎  

  株式会社クスリのアオキ 代表取締役 青木 宏憲 

３ 変更事項 

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては 

  代表者の氏名 
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  （変更前）大和リース株式会社 代表取締役 北哲弥 大阪府大阪市中央区農 

       人橋２丁目1番36号 

  （変更後）株式会社コメリ 代表取締役 捧雄一郎 新潟県新潟市南区清水 

       4501－１ 

       株式会社クスリのアオキ 代表取締役 青木宏憲 石川県白山市横 

       江町5180番地 

４ 変更の日 令和７年３月13日 

５ 変更の理由 届出内容の訂正 

６ 届出の日 令和７年３月13日 

７ 縦覧場所 富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課 

８ 縦覧期間 令和７年４月７日から令和７年８月７日まで 

９ その他 

  当該店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を 

 有する者は、法第８条第２項の規定に基づき、以下の事項を記載した意見書を、 

 縦覧期間満了の日までに富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課に提出する 

 ことができる。 

 ⑴ 氏名及び住所（法人等にあっては、所在地、名称及び代表者氏名） 

 ⑵ ⑴の事項の公表の可否 

 ⑶ 当該店舗の名称及び所在地 

 ⑷ 意見及びその理由 

 

 

土地改良区の役員の退任 

 砺波市土地改良区の役員であった次の者が令和７年３月31日退任した旨届出があ 

ったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告す 

る。 

  令和７年４月７日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

  職 名     氏   名       住    所 
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  理 事    吉 田 孝 夫    砺波市東保         598番地2 

   同     中 村 栄 克    砺波市狐島         535番地 

   同     小 竹 勝 則    砺波市矢木         235番地 

   同     神 島 敏 之    砺波市神島         293番地 

   同     藤 井 英 樹    砺波市上中野        98番地 

   同     松 本 千 治    砺波市秋元        383番地 

   同     尾 田 武 之    砺波市太田         868番地 

   同     田 嶋 光 範    砺波市柳瀬         913番地 

   同     上 江 崇 春    砺波市五郎丸       975番地 

   同     水 木   修    砺波市苗加         405番地 

   同     澤 田 憲 男    砺波市鷹栖        1608番地 

   同     横 川 三千夫    砺波市東中          21番地 

   同     仁 木 芳 行    砺波市高波         186番地 

   同     齊 藤 和 雄    砺波市石丸         256番地 

   同     高 畠 尚 志    砺波市頼成         305番地 

   同     山 岸 銀 七    砺波市市谷         630番地 

   同     竹 部 豊 一    砺波市東別所      1302番地 

   同     前 野   久    砺波市庄川町高儀新 188番地 

   同     柴 田 秀 之    砺波市庄川町示野   298番地 

   同     堀 田 敬 三    砺波市庄川町庄    4245番地 

   同     小 川 修 司    砺波市庄川町金屋  1035番地 

  監 事    津 田 陽 一    砺波市東石丸       225番地2 

   同     西 島 靖 昌    砺波市鷹栖        1562番地 

   同     水 戸 哲 男    砺波市高波         385番地 

   同     坂 井 一 雄    砺波市安川        1735番地5 

 

 

土地改良区の役員の就任 

 砺波市土地改良区の役員に次の者が令和７年４月１日就任した旨届出があったの 
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で、土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により公告する。 

  令和７年４月７日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

  職 名     氏   名       住    所 

  理 事    小 竹 勝 則    砺波市矢木         235番地 

   同     藤 井 英 樹    砺波市上中野        98番地 

   同     松 本 千 治    砺波市秋元        383番地 

   同     松 本 正 裕    砺波市柳瀬     20番地 

   同     小 川 英 信    砺波市祖泉     195番地 

   同     竹 正 哲 郎    砺波市太郎丸    302番地 

   同     上 江 崇 春    砺波市五郎丸       975番地 

   同     水 木   修    砺波市苗加         405番地 

   同     澤 田 憲 男    砺波市鷹栖        1608番地 

   同     東 川 雅 弘    砺波市西中     520番地 

   同     前 田 敏 久    砺波市小島     55番地 

   同     仁 木 芳 行    砺波市高波         186番地 

   同     鍋 谷 政 博    砺波市宮丸     117番地 

   同     高 畠 尚 志    砺波市頼成         305番地 

   同     吉 田 孝 夫    砺波市東保         598番地2 

   同     田 中 克 典    砺波市増山     608番地 

   同     竹 部 豊 一    砺波市東別所      1302番地 

   同     前 野   久    砺波市庄川町高儀新 188番地 

   同     柴 田 秀 之    砺波市庄川町示野   298番地 

   同     大 井 政 信    砺波市庄川町三谷  271番地 

   同     小 川 修 司    砺波市庄川町金屋  1035番地 

  監 事    西 島 靖 昌    砺波市鷹栖        1562番地 

   同     内 記 武 志    砺波市石丸     358番地 

   同     竹 部   進    砺波市東別所    954番地 

   同     松 田 恵 子    砺波市宮村     180番地 
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